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第１０２号議案  

 

綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年綾瀬町条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

第１６条第２項中「、１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「得た額

に」を「得た額に、」に改め、同条第３項中「１００分の１３０」を「１００分の

１２５」に改める。 

第２条 綾瀬市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日

から施行する。 

  令和２年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

 人事院勧告並びに国及び近隣市の職員の給与等の状況に鑑み、所要の改正をいたし

たく提案するものであります。 
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第１０３号議案  

 

綾瀬市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

第１条 綾瀬市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和４３年綾瀬町条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２１５」に改める。 

第２条 綾瀬市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２１７．５」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日 

から施行する。 

令和２年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由   

 

（提案理由） 

人事院勧告及び近隣市の特別職の職員で常勤のものの給与等の状況に鑑み、所要の

改正をいたしたく提案するものであります。 
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第１０４号議案  

 

綾瀬市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

第１条 綾瀬市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（昭和４３年綾瀬町条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２１５」に改める。 

第２条 綾瀬市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２１７．５」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日

から施行する。 

  令和２年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由   

 

（提案理由） 

人事院勧告及び近隣市の議員報酬等の状況に鑑み、所要の改正をいたしたく提案す

るものであります。
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第１０５号議案  

 

綾瀬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 綾瀬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２９年綾瀬市条例第

１７号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に、「１００分の

１７０」を「１００分の１６５」に改める。 

第２条 綾瀬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００

分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日

から施行する。 

  令和２年１１月２７日提出 

 

綾瀬市長 古 塩 政 由 

 

（提案理由） 

 人事院勧告並びに国及び近隣市の一般職の任期付職員の給与等の状況に鑑み、所要

の改正をいたしたく提案するものであります。 


